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該当箇所 令和８年４月３０日時点（改正前） 令和８年５月１５日時点（改正後） 
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【対象とならない経費例】 

一般事務用ソフトウェア、（目的・用途に関わらず）既に導入

しているソフトウェアの更新料、ある機械装置等を商品とし

て販売・賃貸する補助事業者が行う当該機械装置等の購入・仕

入れ（デモ品・見本品とする場合でも不可）、単なる取替え更

新であって省力化や収益力の向上等につながらない機械装置

等、機械装置やサーバー等の保守費用、古い機械装置等の撤

去・廃棄費用（設備処分費に該当するものを除く）、船舶、航

空機、動物 

 

（新設） 

【対象とならない経費例】 

一般事務用ソフトウェア、（目的・用途に関わらず）既に導入

しているソフトウェアの更新料、ある機械装置等を商品とし

て販売・賃貸する補助事業者が行う当該機械装置等の購入・仕

入れ（デモ品・見本品とする場合でも不可）、単なる取替え更

新であって省力化や収益力の向上等につながらない機械装置

等、機械装置やサーバー等の保守費用、古い機械装置等の撤

去・廃棄費用、船舶、航空機、動物 

 

 

２．事業が完了（経費の支払いを含む。）した後、速やかに次

の書類を提出してください。 

（１）提出期限 

   補助事業の完了した日から起算して３０日を経過した

日または令和８年１２月２５日（金）のいずれか早い日まで 

（２）提出書類 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当箇所 令和８年４月３０日時点（改正前） 令和８年５月１５日時点（改正後） 

  
 

提出物 備考 

採択後に交 

付決定を受 

け、事業が完

了した者全 

員 

□・実績報告書 

（交付要綱第11号様式） 

 

□・納品等が確認できる書類 納品書、引渡書等を提出してください。 

□・経費支出の証拠書類 領収書、銀行振込明細書等を提出してください。 

□・賃金増加率計算表 

  （交付要綱第12号様式） 

 

□・賃上げ前（令和８年３月）１か月分の 

 賃金台帳の写し 
任意様式で提出してください。 

□・賃上げ後１か月分の賃金台帳の写し 

□・補助金振込先の通帳の表紙及び表 

 紙裏の見開きの写し 
該当箇所をコピーしてください。 

□・その他連合会長が必要と認める書類 
 

 


